
   財産の交換、譲渡等に関する条例の一部を改正する条例 

 財産の交換、譲渡等に関する条例（昭和３９年条例第１１号）の一部を次のように改正

する。 

 第１条中「貸付」を「貸付け」に改める。 

 第４条の見出中「貸付」を「貸付け」に、同条各号列記以外の部分中「貸付ける」を

「貸し付ける」に改める。 

 第７条の見出中「貸付」を「貸付け」に改める。 

 第９条第２項に次のただし書を加える。 

  ただし、その額に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 第９条中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、同条第３項本文中「前２項」を

「前３項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前２項の使用料の額が１００円に満たない場合は１００円とする。 

 別表を次のように改める。 

別表（第９条関係） 

使用目的 使用料 

単位 金額 

柱類、線類、公衆電話所、広告

塔・看板、広告物及び鉄塔の設

置並びに地下工作物の埋設 

岩沼市公共物管理条例（昭和４２年条例第２２号）別表

に定める金額 

通勤の用に供する自動車の駐車

場使用 

  

 ⑴ 地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第３条

第２項に規定する一般職（

以下「一般職」という。）

の市職員（岩沼市一般職の

任期付職員の採用等に関す

る条例（平成２４年条例第

２１号）に規定する任期付

１台につき１月 ５００円 

議案第４号 



職員（以下「任期付職員」

という。）及び市町村立学

校職員給与負担法（昭和２

３年法律第１３５号）第１

条の規定により、都道府県

が給与を負担する職員を除

く。）であって、常時勤務

を要するもの 

 ⑵ 任期付職員 １台につき１月 ５００円 

 ⑶ 地方公務員法第３条第３

項に規定する特別職の市職

員であって、常時勤務を要

するもの 

１台につき１月 ５００円 

 ⑷ 週４日以上勤務する一般

職の市職員であって、常時

勤務を要しないもの 

１台につき１月 ２５０円 

その他の土地の利用 使用面積１平方メ

ートルにつき１年 

土地評価額の４パーセントに相当す

る額 

建物の使用   

 ⑴ 太陽光を電気に変換する

設備及びその附属設備（こ

れらの設備に附帯して設置

されるものを含み、屋根、

屋上部分及び壁面に設置さ

れるものに限る。）以下「

太陽光発電設備」という。

）の設置 

使用する面積（屋根又は壁面を使用

する場合にあっては、当該太陽光発

電の平面を垂直に当該屋根又は壁面

に投影するものとした場合における

当該投影部分の面積）に太陽光発電

設備を設置する場所その他の事情を

勘案して当該太陽光発電設備ごとに

市長が定める額を乗じて得た金額 



 ⑵ その他  建物評価額の８パーセントに相当す

る金額に光熱水費の実費を加算した

金額 

 備考 

  １ 使用料算出の基礎となる長さに１メートル未満の端数があるときは、１メートル

として計算し、使用料算出の基礎となる面積に１平方メートル未満の端数があると

きは、１平方メートルとして計算する。 

  ２ 使用期間が１年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除し

て得た額に、使用許可の日数を乗じて得た額とする。 

  ３ 建物のみの使用については、建面積に相当する土地の使用料を加算する。 

  ４ 本表に記載のないものについては、市長がその都度本表に該当する使用目的を類

推し、本表の使用料を適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行前において納入することとなっている使用料については、なお従前の

例による。 


